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老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び

老人保健施設の運営等に朗する基本的事項に関する報告
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老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況

1．実施施設の概要

設置主体 社 会福祉法 人晴 山会
長 野 県 厚 生 農 業

協 同 組 合 連 合 会

社 会 福 祉 法 人

青 山 里 会
医 療 法 人 河 峨 会

日 本 赤 十 字 社

兵 庫 県 支 部
医標法 人社用青寿会 医 療 法 人 共 和 会

施 設 名

所 在 地

老 人保健施 設晴 山苑

千 葉県千 葉市花 島町

佐久稔合病院老 人保 小山田老人保健施設

三重県四 日市市

山田町

川村 排造

希望 ケ丘老人保健施

設

大阪府貝塚市水間

中町赤十字病 院老 人 武久病院老人保健施

設

山 口県下関市武久町

老人保健施設伸寿苑

福間県北 九州市小倉

北区篠崎

矢内 伸夫

健施設 保健 施設

長野 県南佐 久郡

臼田町　 若月 俊一

兵庫 県多可郡 中町

代　　 表　　 者 平山登志 夫 河崎　　 茂 志賀　 糊郎 穎原　　 健 ■

施　　 設　　 長 平山須美雄 同　 上 同　 上 同　 上 同　 上 同　 上 同　 上

定　　　　　 員 35 人 30 人 （通所併有 ） 30人 （通所併有 ） 30 人 22 人 32人 50 人

開 所 年　月　 日 62 ・9 ．1 62 ．7 ．16 62 ．6 ．1 62．6 ．1 62 ．4 ．1 62 ．5 ．1 62 ・4 ．15

設　 置　 形　 態 特別 養護 老人ホーム

併設 型 ．新築

特別養護老 人ホーム

病 院併設型 ．新築 特別養護老人ホーム

併設型 ．改修

特別養護老人ホーム

病院併設型 ．改修 病院併設型 ．改修 病院併設型 ．新築 病院併設型 ．新築

． ．． 肌 ．．

協 力 医 療 機 関

佐 久総合病院 水間病院 （537味）

同 上

河崎病院

中町赤十字病 院 武 久病院　 （388床 ） 南小倉病院

（ⅰ05床 ） （991床 ）

同 上

2 施設 （ⅰ40床，100 （100床 ）

同 上

特別養護老 人ホーム （Z00 味 ）

デイ ・サ ービスセ ン 床 ）軽費老人ホ一ム （130床 ） 老人デ ィ ・ケアセン

クー

平山病院

2 施設（50床，50床 ）

デ イ ．サ ービスセ ン

クー

身障者療護施設

（50床）

小山田記念温泉病院

（300味 ）

同 上

軽 費老 人ホーム

（100味 ）

同 上

済生会下関総合病院

クー

同 上

165



2．
施

設
設

備
の

状
況

設　
置　

主　
体

社
会

福
祉

法
人

晴
山

会
長

野
県

厚
生

農
業

協
同

組
合

連
合

会

社
会

福
祉

法
人

青　
山　

里　
会

医
療

法
人

河
崎

会
日

本
赤

十
字

社

兵
庫

県
支

部
医

療
法

人
社

団
青

寿
会

医
療

法
人

共
和

会

生 活 部 門

（1
）

療　
養　

室
3
3
0
．0

㎡
2
7
4
．2

㎡
2
7
6
．4

㎡
2
4
9
・2

㎡
1
7
0
．0

㎡
2
64

．0
㎡

4
1
9
．2

㎡

（
）

内
は

部
屋

数

（2
）

談
話

室

（
1

人
当

た
り

9
．4

㎡
）

（
1

人
当

た
り

9
．1

㎡
）

（
1

人
当

た
り
9
．2

㎡
）

（
1

人
当

た
り

8
．3

㎡
）

（
1
人

当
た

り
7
・7

㎡
）

（
1

人
当

た
り

8
．3

㎡
）

（
1

人
当

た
り

8
．4

㎡
）

4
入

室
（5

）　
　

3
3
▲0

4
人

室
（6

）　
　

3
3
．6

4
人

室
（6

）　
　

3
3
．9

4
人

室
（2
）　
　

3
3
・0

6
人

室
（2
）　
　

4
7
・9

4
人

室
（8

）
3
3
．0

3
2
．4

4
人

室
（ⅰ
カ　
　　

3
2
．3

2
人

室
（5

）　
1
8
．2

－
4
0
．4

－
3
5
．3

3
人

室
（4
）　

19
．8

4
人

室
（2
）　
　

3
0
．3

－
3
4
．9

1
人

茎
（5

）
1
4
．9

〉　
6
4
・1

2
人

室
（3

）
1
7
．4

〉
機

能
訓

練
室

と
共

用

2
入

室
（1

）
2
2
．8

1
人

室
（4

）
10

．9

－
12

．4

〉　
6
7
．7

　
－

2
1
．5

2
入

室
（4
）

15
．
1 　

－
2
0
．2

1
入

室
（2
）

1
1
．5

　
－

1
5
．1

1
5
．6

2
入

室
（1
）

1
3
．8

1
1
．8

2
人

室
（1
）

2
2
．0
　

4
9
・5

（3
）

食　
　　

堂
2
7
・5

2
7
・3

56
．3

6
6
．0

（4
）

浴
室

（
一

般
）

2
5
・8

8
．4

（2
9
．4

）
1
2
．8

6
．4

（9
6
．7

＿）
8
．3

（
特

別
）

（3
3
・0

）
2
6
．
1

3
4
・0

2
6
．3

2
7
．1

（4
9
．0

）
8
．3

（5
）

そ
の

他

（
霊

駄
賃

所
・）

小
‾計

15
6
．8

（3
1
．0

）

5
7
6
．7

5
6
．4

3
6
5
．1

　
2
2
4
．1

（
8
．9

）

う
ち

通
悪

霊
1
54

．9

　
6
0
2
．2

2
3
．4

3
5
4
．8

50
・3

（3
7
．7

）

2
9
2
．9

5
1
．2

4
0
3
・9

1
2
3
．3

6
7
4
・6

医 療 部 門

（1
）

診　
察　

室
（
3
9
．8

）
1
8
．9

（3
6
．7

）
6
．0

サ
ー

ビ
ス

・
ス

テ
ー

シ

ョ
ン

と
共

用
併

設
病

院
と

共
用

（
15

・2
）

7
．2

（2
）

調　
剤　

室
併

設
施

設
と

共
用

診
察

室
と

共
用

薬
剤

は
協

力
病

院
調

達
併

設
病

院
と

共
用

併
設

病
院

と
共

用
併

設
病

院
と

共
用

（3
）

機
能

訓
練

室

小
計

8
7
．9

8
7
．9

30
a
．6

3
2
7
．5

（
10

1
．6

）

作
業

療
法

室
（3

5
．3

） 　
0

（1
2
0
．0

）

6
・0

9
5
．7

9
5
．7

1
2
0
．4

1
2
0
・4

16
．0

（3
17

．0
）

A
D
L
室

（3
4
0
．3

） 　
2
3
．2

管 理 部 門

（1
）

サ
ー

ビ
ス

．
ス

テ
ー

ジ
ョ

ン
（2

）
そ

の
他

2
5
・8

14
・6

4
5
．6

2
2
．1

3
3
．2

1
8
・7

7
．2

7
9
．7

7
8
．9

9
3
．5

1
8
．6

6
3
・1

8
5
・2

1
7
1
・8

2
2
・3

12
9
．7

（
16

8
．5

）

10
5
・5

（5
9
7
．6

）

6
4
．2

（
5
8
8
．2

）

2
0
5
・0

（6
6
8
．9

）

4
1
・0

（4
8
6
．5

）

1
3
6
．9

そ の 他

　
3
8
5
．2

片
廊

下　
2
．0

m

　
9
3
・3

片
廊

下　
2
．3

m

中
廊

下　
2
．7

　
3
1
7
・8

中
廊

下
2
．3

5
m

　
23

7
．6

片
廊

下
1
．9

m

中
廊

下　
3
．8

14
1
．5

中
廊

下　
2
．3

m

14
0
．6

（
5
5
5
．0

）

中
廊

下　
3
・0

m

　
4
0
3
．4

中
廊

下　
2
・5

m

合　
　　

計
1
，1

5
5
．3

㎡
8
7
9
．4

㎡
9
8
4
．2

㎡
6
8
3
．6

㎡
7
3
5
・
1
㎡

70
5
．9

㎡
1
，2
3
8
．1

㎡

注
1（

）
内
数

字
は

，
併

設
施

設
を

利
用

し
て

い
る

場
合
の
共
用
面
積
を
示
す

注
2　

AD
L室

と
は

，
日

常
生

活
動

作
能

力
を

回
復

さ
せ

る
た

め
の

部
屋

で
あ

る
。

壷
融
融
通
ぬ
越
幽
曲
鋤



3．
人

員
配

置
の

状
況

設
置

主
体

社
会
福

祉
法
人

晴
山
会

長
野

県
厚

生
農

業

協
同

組
合

連
合

会

社
会

福
祉

法
人

青
山

里
会

医
療

法
人

河
崎

会
日

本
赤

十
字

社

兵
庫

県
支

部
医

療
法
人
社

団
青
寿

会
医

療
法

人
共

和
会

定　
　　
　　

員
3
5人

30
人

30
人

30
人

22
人

32
人

50
人

施　
　

設　
　

長
併
設

特
養
施

設
長
兼

務
併

設
病

院
長

兼
務

併
設

特
養
施

設
長

兼
務

併
設
病

院
長

兼
務

併
設
病

院
長
兼

務
併

設
病

院
長

兼
務

併
設

病
院
長

兼
務

医　
　　
　　

師
専
任　

1
人

兼
務　

3
人　

（0
．6
）

兼
務

1
人

（0
・2
5
）

兼
務　

1
人　

（0
．5

）
兼
務

1
人

（0
．2
5
）

兼
務

1
人

（0
．4
5
）

専
任

1
人

兼
務

5
人

（0
．1
2
5
）

看　
　

護　
　

婦
専
任　

5
人

専
任　

4
人

専
任　

3
人

専
任　

5
人

専
任　

5
人

専
任　

3
人

専
任　

5
人

非
常

勤
3
人

（0
．3
6
）

（
う
ち
通
所

0
・3

）
（
う
ち
通
所

1
・2
）

兼
務

1
人

（0
．1
2
5
）

介　
護　

職　
員

専
任　

8
人

専
任

8
人

（
う
ち
通
所

0
．4
）

専
任

7
人

（
う
ち
通

所
1
・0
）

非
常
勤

2
人

（
1．
0
う
ち
通

所
1
．0

）

専
任

10
人

専
任　

2
人

専
任　

6
人

専
任

11
人

兼
務

3
人

（0
．3
7
5
）

相
談

指
導

員
専

任　
1
人

専
任

1
人

（
う

ち
通

所
0
．1
）

専
任

1
人

（
う
ち
通
所

0
．4

）

専
任　

1
人

専
任　

1
人

専
任

1
人

兼
務

4
人

（0
．2
5
）

O
T

．
P
T　

等

P
T
兼

務
1
人

P
T
兼
務

2
人

P
T
兼

務
1
人

P
T
専
任　

1
人

P
T
兼
務

2
人
（0

．3
1
）

P
T
兼
務

4
人

（0
．2
5
）

（0
・2
5
）

（0
．7

う
ち
通
所

0
．0
5
）

O
T
兼

務
1
人

（0
．5

う
ち
通

所
0
．1
）

S
T
兼

務
1
人

（0
．5
）

（0
・2
5
う
ち
通
所
0
．1

）
P
T
助
手

専
任

1
人

O
T
兼
務

1
人
（0

．2
6
）

運
動
療

法
助

手

兼
務

1
人

（0
．3
5
）

O
T
兼

務
2
人　（
0
．1
2
5
）

栄　
　

養　
　

士
兼
務

1
人

（0
．2
5
）

兼
務

1
人　

（0
．5
）

専
任

1
人

兼
務

1
人

（0
．2
5
）

兼
務

1
人　

（0
．2

）
兼

務
1
人

（0
．1
2
5
）

そ
の

他

（
言

霊
貞
・

調
理
）

事
務

長
兼
務

1
人

事
務

長
兼
務

1
人

事
務

員
専

任
1
人

事
務

長
兼

務
1
人

事
務
部

長
兼
務

1
人

事
務
長

兼
務

1
人

事
務

長
兼
務

1
人

（0
．2
5
）

（0
・5

）
調

理
員
兼

務
4
人

（0
．5
）

（0
．5
）

（0
．6

）
（0

．2
5
）

調
理

員
専

任
1
人

事
務

員
専

任
1
人

（2
．0
）

事
務

員
専

任
1
人

調
理

員
専
任

1
人

事
務
員

兼
務

3
人

事
務

員
専
任

1
人

非
常

勤
2
人

（0
・8
75

）
施
設

整
備

員
兼
務

3
人

調
理

員
専

任
1
人

薬
剤
師

兼
務

1
人

（1
．8

）
兼
務　

2
人

（0
・1
25

）

（0
．7
）

（0
．0
2
）

警
備

員
兼
務

5
人　（
0
．1

）
薬
剤

師
兼

務
1
人　（0

．0
4
）

注
1（

）
内
数
字
は
，
兼
務
職
員
の
兼
務
割
合
（
非
常
勤
職
員
は
勤
務
割
合
）
を
示
す
。

注
2　

0T
と
は
作
業
療
法
士
，
PT
と
は
理
学
療
法
士
，
ST
と
は
言
語
療
法
士
を
い
う
。

蝉 ＞ 菊 漆 諦 精 砕 市 場 ヰ か 朝 粥 3 異 音 き 親 許 3 葉 琵 津 q 蝉 ＞ 蔀 藩 諦 鞘 3 砧 碑 僻 － い 溺 ヰ か 桝 観 き 幼 虫 〔 溺 ヰ か 港 沖



4．
入
所
者
の
状
況

設
　

　
置

　
　

主
　

　
体

社
会
福
祉
法
人

晴
　
山
　
会

長
野
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

社
会
福
祉
法
人

青
　

山
　

里
　

会

医
　
療
　
法
　
人

河
　
崎
　
会

日
本

赤
十

字
社

兵
庫

県
支

部
医

療
法

入
社

団

青
　
寿
　
会

目
1
）

入
所
者
数

（
票
票
窒
是
具
象
末

日
ま
で
の
）

l
（9
／
1
一
）

．
（7
／
16
～
）

－　
（6
／
1
～
）

ー　
（6
／
1
－
）

1
（4
／
1
－
）

l
（5
／
1
－
）

l
（4
／
1
5
－
）

－　
　

．　
　

3
0
2
人

3
2
人

3
5
人

3
6
人

4
1
人

4
1
人

39
人

78
人

①
性

別　
男

4
18

17
19

16
田

25
11
0

女
2
8

17
19

22
25

28
53

19
2

（多
年
齢
別　

70
歳
未
満

3
3

3
0

5
0

0
14

70
ー
74
歳

6
6

4
9

16
9

16
66

75
一
7
9歳

9
6

14
田

田
13

23
87

8
0
歳
以
上

14
20

15
2
1

9
17

39
13
5

（参
入
所
前
の
居
所　

家　
庭

9
8

3
3
0

2
2

15
32

11
9

特
養
等
の
施
設

0
0

ロ
0

ロ
2

0
4

医
療

機
関

23
27

3
2

田
18

2
2

4
6

17
9

う
ち
併
設
医
療
機
関

（1
9
）

（2
6
）

（3
0
）

（0
）

（1
2
）

（1
9
）

（2
5
）

（
13
1
）

（彰
家
庭
の
状
況　

子
供

と
同
居

22
26

16
2
3

3
1

2
4

5
8

20
0

子
供
以
外
の
親
族

と
同
居

ロ
2

2
3

0
ロ

ロ
10

老
夫
婦
世
帯

4
3

12
田

9
5

13
57

独　
　　

居
5

4
6

4
ロ

9
6

35

（9
主
な
疾
病　

精
神

障
害

7
2

2
4
1

0
2

3
57

う
ち
老
人
性
痴
呆

（6
）

（2
）

皿
（2
6
）

（0
）

皿
（0
）

（3
6
）

脳
血
管
性
痴
呆

（0
）

（0
）

皿
（
11
）

（0
）

（0
）

（0
）

（1
2
）

混
合
性
痴
呆

（0
）

（0
）

（0
）

（4
）

（0
）

（0
）

（0
）

（4
）

循
環
系
の
疾
患

16
2
1

2
7

0
16

2
0

5
3

15
3

う
ち
脳
血
管
疾
患

（
14
）

（
19
）

（2
3
）

（0
）

（
16
）

（
12
）

（4
3
）

（1
27
）

心　
疾　

患
（2
）

皿
（0
）

（0
）

（0
）

（7
）

（6
）

（1
6
）

神
経
系
及
び
感
覚
器
の
疾
病

0
5

ロ
0

8
2

7
23

筋
骨
格
系
及

び
結
合
組
織
の
疾
病

5
0

2
0

1o
12

12
4
1

損　
　　

傷
2

4
0

0
7

2
0

15

そ　
の　

他
2

3
4

0
0

口
3

13



設　
　

置　
　

主　
　

体
社

会
福

祉
法

人
長

野
県

厚
生

農
業

社
会
福

祉
法

人
医　

療　
法　

人
日
本
赤

十
字

社
医

療
法

人
社

団
医　

療　
法　

人
合　
　

計
晴　

山　
会

協
同

組
合

連
合

会
青　

山　
里　

会
河　

崎　
会

兵
庫

県
支

部
青　

寿　
会

共　
和　

会

（2
）

退
所

音
数

ロ
田

7
田

2
2

10
29

9
1

。
退

所
後

の
居

所　
　

家　
　　

庭
0

6
ロ

2
17

ロ
7

3
4

特
養

等
の
施

設
0

0
2

0
0

0
ロ

3

医
療

機
関

ロ
5

4
9

5
9

2
1

5
4

死　
　　

亡
0

0
0

0
0

0
0

0

（3
）

9
月

末
現

在
在

所
音

数
3
1

24
2
9

3
0

1
9

29
4
9

2
11

①
身

体
状

況

・
お

む
つ

の
使

用
無

13
16

18
17

12
24

26
12

6

有
18

8
四

13
7

5
23

8
5

．
車

椅
子

の
使

用　
無

16
田

14
2
5

16
2
1

20
12

3

有
15

13
15

5
3

8
29

88

■
（参
　

日
常

生
活

動
作

の
状

況　
　　
　　

－
‖

‖
‖

H
‖

‖
1　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　．

・
寝
　
返
　
り
　
　
自
分
で
可

要
　
介
　
助

．
起
　
　
　
座
　
　
自
分
で
可

一
部
介
助

全
部
介
助

．
立

ち
上

が
り

　
　

自
分

で
可

一
部
介
助

全
部

介
助

・
歩

　
　

　
行

　
　

自
分

で
可

一
部

介
助

全
部

介
助

・
排

　
せ

　
つ

　
　

自
分

で
可

一
部
介
助

全
部
介
助

．
食

　
　

　
事

　
　

自
分

で
可

一
部
介
助

全
部
介
助

・
入
　
　
　
浴
　
　
自
分
で
可

一
部
介
助

全
部

介
助

．
着
　
脱
　
衣
　
　
自
分
で
可

一
部
介
助

全
部
介
助
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5．
運

営
の

状
況

設
置

主
体

社
会

福
祉

法
人

晴
山

会
長

野
県

厚
生

農
業

協
同

組
合

連
合

会

社
会

福
祉

法
人

青
山

里
会

医
療

法
人

河
崎

会
日

本
赤

十
字

社

兵
庫

県
支

部
医

療
法

人
社

団
青

寿
会

医
療

法
人

共
和

会

食　
　

事

時　
間

7
：3

0
，1

2
：0

0
，1

7
：0

0
8
：0

0
，1

2
：0

0
，1

8
：0

0
8
：0

0
，1

1
：3

0
，1

7
：0

0
8
：2

0
，1

1
：4

0
，1

6
：3

0
8
：0

0
，1

2
：0

0
，1

7
：3

0
8
：0

0
，1

1
：3

0
，1

6
：3

0
7
：3

0
，1

2
：0

0
，1

8
：0

0

内
容

時
好

治
療

食　
　

1
人

治
療

食　
　

13
人

き
ざ

み
食　

　
19

人
治

療
食　

　　
8

人
治

療
食　

　　
3

人
治

療
食

4
人

定
期

的
に

ア
ン

ヶ
ー

ト

治
療

食　
　　

6
人

き
ざ

み
食

7
人

栄
養

士
に

よ
る

個
別

調

き
ざ

み
食

8
人

流
動

食
2

人

本
人

，
家

族
の

意
見

を

お
か

ゆ
19

人

栄
養

士
が

入
所

時
に

本

き
ざ

み
食

7
人

お
か

ゆ
1

人

流
動

食
1

人

栄
養

士
が

入
所

時
に

本

き
ざ

み
食

8
人

特
に

検
討

し
て

い
な

い
。

き
ざ

み
食

6
人

お
か

ゆ
16

人

ミ
キ

サ
ー

食
1
人

週
3

回
の

選
択

メ
ニ

ュ

査
を

行
っ

て
い

る
。

参
考

と
し
献

立
を

考
え

人
，

家
族

に
対

し
晴

好
人

，
家

族
に

対
し

晴
好

調
査

で
時

好
を
把

握
し
，

ー
を

実
施

，
月

毎
に

各

バ
イ

キ
ン

グ
メ

ニ
ュ

ー
て

い
る

。
調

査
を

行
い

，
献

立
に

調
査

を
実

施
し

，
希

望
栄

養
士

が
検

討
し

て
い

県
名

産
食

を
採

用
し

て

も
導

入
し

て
い

る
。

反
映

さ
せ

て
い

る
。

に
沿

う
よ

う
に

し
て

い

る
。

る
。

い
る

。

お　
む　

つ

お
む

つ
交

換
に

便
意

，
尿

意
の

周
期

を
尿

意
，

便
意

の
自

覚
し

医
師

又
は

看
護

婦
の

判
常

時
，

失
禁

状
態

に
あ

失
禁

者
の

み
に

使
用

し
，

日
常

生
活

動
作

能
力

の
昼

間
は

尿
意

の
な

い
人

対
す

る
考

え
方

1
日

の
交

換
回

数

調
査

し
，

お
む

つ
は

ず
え

な
い

人
に

は
，

お
む

断
で

真
性

失
禁

者
に

お
り

，
尿

意
が

な
い

人
や

昼
間

は
で

き
る

だ
け

使
低

下
を

防
ぐ

た
め

，
で

の
み

使
用

し
て

い
る

が
，

し
を

目
標

と
し
て

い
る
。　

7
回

つ
を

使
用

し
て

い
る

が
，

む
つ

を
使

用
し

て
い

る
。　

5
回

排
泄

訓
練

に
も

適
応

で
用

し
な

い
よ

う
に

し
て

き
る

だ
け

昼
間

の
使

用
夜

間
は

軽
度

の
失

禁
者

極
力

ポ
ー

タ
ブ

ル
ト

イ

レ
を

使
用

さ
せ

る
こ

と

と
し

て
い

る
。 　

7
回

き
な

い
人

に
使

用
し

て

い
る

が
，

昼
間

は
で

き

る
だ

け
使

用
し

な
い

よ

う
に

し
て

い
る

。 　
4

回

い
る

。　
6

回
は

避
け

て
い

る
。　

6
回

で
，

も
ら

す
心

配
の

あ

る
者

も
使

用
し
て

い
る
。 　

8
回

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン　

過
当

た
り

回
数

毎　
　

日
毎　

　
日

毎　
　

日
毎　

　
日

週
1

日
週

3
－

4
日

週
4

－
5

日

内　
　　

　
容

音　
　

楽
カ

ラ
オ

ケ
輪

投
げ

リ
ズ

ム
音

楽
折　

り　
紙

グ
ル

ー
プ

体
操

輪
投

げ

歌
輪

投
げ

ボ
ー

ル
投

げ
絵　

　
画

オ　
セ　

ロ
ボ

ー
ル

投
げ

風
船

蹴
り

ボ
ー

ル
投

げ
音

楽
鑑

賞
音

楽
鑑

賞
ト

ラ
ン

プ
折　

り　
紙

お
手

玉
回

し
合

唱

ゲ
ー

ム

踊
り

日　
　

舞
絵　

画

歌

入　
　

浴

過
当

た
り

回
数

普
通

浴　
　　

6
回

普
通

浴　
　　

2
回

普
通

浴　
　　

2
回

普
通

浴　
　　

3
回

普
通

浴　
　　

3
回

普
通

浴　
　　

5
回

普
通

浴　
　　

5
回

特　
　

浴　
　　

4
回

特　
　

浴　
　　

2
回

特　
　

浴　
　　

2
回

特　
　

浴　
　　

3
回

特　
　

浴　
　　

4
回

特　
　

浴　
　　

2
回

特　
　

浴　
　　

2
回
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6．
利
用
料

l　
設

置
主

体
社

会
福

祉
法

人
長

野
県
厚

生
農

業
社

会
福

祉
法

人
l

医
療

法
人

河
崎

会
l

日
本

赤
十

字
社

医
療

法
入

社
団

医
療

法
人

共
和

会
晴　
　

山　
　

会
協

同
組

合
連

合
会

青　
山　

里　
会

兵
庫

県
支

部
青　
　

寿　
　

会

利　
　

用　
　

料
食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

食　
　　

費
※

（
月
額

換
算

）
34

，3
50

円

特
別

食

6
，0
00

円

お
や

つ
※

1
，6
50

円

日
用

品
費

※

3
5
，1
0
0
円

お
や

つ
※

3
，0
0
0
円

日
用

品
費

※

3
6
，0
0
0
円

日
用

品
費

※

33
，0
0
0
円

特
別

食

6
，0
00

円

お
や

つ 実
費

日
用

品
費

※

3
3
，0
0
0
円

教
養

娯
楽

費
※

1
，0
0
0
円

お
む

つ

3
7
，4
0
0
円

日
用

品
費

※

36
，0
00

円

特
別

食

6
，0
00

円

お
や

つ

3
，0
00

円

日
用

品
費

※

3
，0
0
0
円

お
む

つ

4
，5
00

円

教
養

娯
楽

費
※

2
，4
00

円

お
む

つ

3
，6
00

円

教
養

娯
楽

費
※

2
，0
0
0
円

お
む

つ

2
，0
0
0
円

教
養

娯
楽

費
※

実
費

お
む

つ

6
00

円

お
む

つ

6
，0
0
0
円

お
む

つ

約
15

，0
0
0
円

（夜
間

の
み

）

約
7
，5
00

円

室
料

（個
室

）

18
，0
0
0
円

（
2
入

室
）

12
，0
0
0
円

※
月

額
共

通

約
10

，0
0
0
円

※
月

額
共

通

約
15

，0
0
0
円

理
容

50
0
円

室
料

（個
室

）

6
0
，0
00

円

（
2
人
室

）

3
0
，0
0
0
円

※
月

額
共

通

約
1
2
，0
0
0
円

理
容 1
，3
0
0
円

室
料

（個
室

）

6
0
，0
0
0
円

（
2
人

室
）

4
5
，0
0
0
円

※
月

額
共

通

約
12

，0
0
0
円

理
容

（長
髪

）

2
，5
00

円

（丸
刈

）

2
，0
00

円

※
月

額
共

通

約
18

，0
0
0
円

（夜
間

の
み

）

約
9
，0
0
0
円

※
月

額
共

通

約
15

，0
00

円

理
容

1
，0
0
0
円

※
月

額
共

通

3
9
，0
0
0
円

4
5
，0
0
0
円

4
1
，6
0
0
円

35
，0
00

円
＋
実

費
3
4
，0
0
0
円

38
，0
00

円
4
2
，0
0
0
円

ニ 一 ニ



老人保健施設の運営等に関する基本的事項

老人保健施設の施設及び設備，人員並びに運営に

関する基準（施設療養の取扱いに関する部分を除

く。）の内容

（1）基本方針

○　老人保健施設は，老人の自立を支援し，その家

庭への復帰をめざすものでなければならないこ

と。

○　老人保健施設は，明るく家庭的な雰囲気を有

し，地域や家庭との結びつきを重視した運営を行

わなければならないこと。

（2）施設及び設備に関する基準

○　設置すべき施設

・療　養　室

・診　察　室

・機能訓練室

・談　話　室

・食　　　堂

・浴　　　室

・レクリエーション・ルーム

・洗　面　所

・便　　　所

・サービス．ステーション

・調　理　室

・洗濯室又は洗濯場

・汚物処理室

・老人保健施設デイ・ケアを実施する老人保健施

設にあっては，通所者のためのデイ・ルーム

○　施設の基準

・療　養　室

イ．1室定員は，4人以下とすること。

ロ．入所者1人当たり床面積は，8㎡以上と

すること。

ハ．地階に設けてはならないこと。

ニ．1以上の出入口は，避難上有効な空地，廊

下又は広間に直接面して設けること。

ホ．寝台又はこれに代わる設備を備えること。

へ．入所者の身の回り品を保管することができ

る設備を備えること。

ト．ナース・コールを設けること。

・機能訓練室

機能訓練を行うために十分な広さを有し，必要

な器械・器具を備えること。

・談　話　室

入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめ

る広さを有すること。

・食　　　堂

食堂で食事することができる入所者のために十

分な広さを有すること。

・浴　　　室

イ．身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のとすること。

ロ．一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする

者の入浴に適した特別浴槽を設けること。

・レクリエーション・ルーム

レクリエーションを行うために十分な広さを

有し，必要な設備を備えること。

・洗　面　所

療養室のある階ごとに設けること。

・便　　　所

イ．療養室のある階ごとに設けること。

ロ．ブザー又はこれに代わる設備を設けるとと

もに，身体の不自由な者が使用するのに適し

たものとすること。

ハ．常夜灯を設けること。

○　老人保健施設の施設は，当該老人保健施設専用

のものでなければならないこと。ただし，入所者

等に対する施設療養その他のサービスの提供に支

障がない場合には，この限りでないこと。

○構造設備の基準

・老人保健施設の建物は，耐火建築物とするこ

と。ただし，療養室等を2階以上の階及び地階

のいずれにも設けていない老人保健施設の建物

は，簡易耐火建築物とすることができること。

・療養室等が2階以上の階にある場合は，屋内の

直通階段及びエレベーターをそれぞれ1以上設

けること。
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．療養室等が3階以上の階にある場合は，避難階

段を2以上設けること。ただし，直通階段を避

難階段としての構造とする場合は，その直通階

段の数を避難階段の数に算入することができる

こと。

・階段には，手すりを設けること。

・廊下の構造は次のとおりとすること。

イ．片廊下の幅は1．8m以上，中廊下の幅は

2．7m以上とすること。

ロ．手すりを設けること。

ハ．常夜灯を設けること。

・入所者等に対する施設療養その他のサービスの

提供を適切に行うために必要な設備を備えるこ

と。

・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けること。

○　病院又は診療所の建物を転用して開設される老

人保健施設については，3年間の経過措置とし

て，次のような特例を設けたこと。

・療養室の入所者1人当たり床面積は，6㎡以

上とすること。

・廊下幅については，本基準に適合させることが

困難な場合には，医療法上の基準を満たしてい

れば足りるものとするが，可能な範囲内での廊

下幅の拡張，デイ・ルームの配置その他の方法

により，入所者等の療養生活に支障がないよう

配慮しなければならないものとすること。

・エレベーターについては，その設置が困難な場

合には，設置しなくとも差し支えないこと。

○　試行的実施に係る老人保健施設の施設及び構造

設備は，本基準に適合しているものとみなすこ

と。

（3）人員に関する基準

○老人保健施設に置くべき人員

・医師　入所者数を100で除して得た数以上

・看護・介護職員　入所者数が3．6又はその端数

を増すごとに1以上（看護婦・准看護婦の員数

は看護・介護職員の総数の7分の2程度を，介

護職員の員数は看護．介護職員の総数の7分の

5程度をそれぞれ標準とする。また，老人保健

施設デイ・ケアを実施する場合にあっては，こ

れに加え，通所者数が10又はその端数を増すご

とに1以上の員数の介護職員を置かなければな

らないこと。）

・相談指導員　入所者数と通所者数との合計数が

100又はその端数を増すごとに1以上

・理学療養士又は作業療法士　入所者数と通所音

数との合計数を100で除して得た数以上

・栄養士　適切な栄養指導を行うために必要な数

・薬剤師，調理員，事務員その他の従業者　老人

保健施設の実情に応じた適当数

○　老人保健施設の人員は，当該老人保健施設に専

従することができる者をもって充てなければなら

ないこと。ただし，入所者等に対する施設療養そ

の他のサービスの提供に支障がない場合には，こ

の限りでないこと。

（4）運営に関する基準

○　開設者の管理等

・老人保健施設の開設者が，老人保健施設の管理

者となることができる者である場合は，やむを

得ない理由がある場合を除き，自ら当該老人保

健施設を管理しなければならないこと。

・老人保健施設の管理者は，他の老人保健施設，

病院，診療所又は特別養護老人ホーム等の社会

福祉施設を管理しないものでなければならない

こと。ただし，これらの施設が同一敷地内にあ

ること等により当該老人保健施設の管理上支障

がない場合には，この限りでないこと。

○　管理規程

老人保健施設は，施設の管理についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならないこ

と。

○　勤務体制の確保等

・老人保健施設は，入所者等に対し，適切な施設

療養その他のサービスを提供できるよう，職員

の勤務の体制を定めておかなければならないこ

と。

・老人保健施設は，当該老人保健施設の職員によ

って施設療養を提供しなければならないこと。

・老人保健施設は，職員の資質の向上のために，

その研修の機会を確保するよう努めなければな

らないこと。

○　定員の遵守

老人保健施設は，療養室には定員を超えて入所
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させてはならないこと。

○　非常災害対策

老人保健施設は，非常災害に関する具体的計画

を立てておくとともに，非常災害に備えるため，

定期的に避難，救出その他必要な訓練を行わなけ

ればならないこと。

○　衛生管理等

・入所者等の利用する施設，食器その他の設備又

は飲用に供する水については，衛生的な管理に

努め，又は衛生上必要な措置を構ずるととも

に，医薬品及び医療用具の管理を適正に行わな

ければならないこと。

・入所者等の療養生活に充てられる場所は，必要

に応じ，採暖のための措置を講じなければなら

ないこと。

○　市町村との連携

老人保健施設は，その運営に当たっては，市町

村との連携に努めなければならないこと。

○　協力病院

・老人保健施設は，入所者等の病状の急変等に備

えるため，あらかじめ，協力病院を定めておか

なければならないこと。

・老人保健施設は，あらかじめ，協力歯科医療機

関を定めておくよう努めなければならないこ

と。

○　生活サービス

・入所者等の食事は，できるだけ食堂で行われる

よう努めなければならないこと。

・老人保健施設は，適宜入所者等のためのレクリ

エーション行事を行わなければならないこと。

○　老人保健施設デイ・ケア

老人保健施設は，老人保健施設デイ・ケアを実

施するよう努めなければならないこと。

○　利用料

・老人保健施設は，食費，通所者に係る入浴費及

び特別な療養室の提供に伴い必要となる費用並

びにおむつ代，理美容代その他の日常生活に要

する費用の範囲内において，入所者等から利用

料の支払を受けることができること。

・老人保健施設は，入所者等の入所又は通所開始

に際し，利用料について具体的に明示しなけれ

ばならないこと。

○　掲示

老人保健施設は，当該老人保健施設の見易い場

所に，管理規程の概要並びに勤務の体制，協力病

院及び利用料に関する事項を掲示しなければなら

ないこと。

○　記録の整備

老人保健施設は，施設及び構造設備，職員，会

計並びに入所者等に対する施設療養その他のサー

ビスの提供に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならないこと。

3．参考資料

1．老人保健法等の一部を改正する法律

（昭和61年法律第106号）（抄）

附　　則

（老人保健施設の試行的実施）

第12条　厚生大臣が指定する者は，第4条の規定

（附則第1条第1号に掲げる改正規定を除く。以

下同じ。）の施行前に，第4条の規定による改正

後の老人保健法第6条第4項に規定する老人保健

施設を経営する事業を試行的に実施する限りにお

いて，医療法の規定にかかわらず，同項の老人保

健施設に相当する施設を開設することができる。

（国会に対する報告）

第13条　厚生大臣は，第4条の規定の施行に際して
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は，前条の規定による老人保健施設を経営する事

業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等

に関する基本的事項について，国会に報告しなけ

ればならない。

2．老人保健審議会に対する諮問書

厚生省発健医第115号

昭和62年5月12日

老人保健審議会

会長　小　山　路　男　殿

厚生大臣　斎　藤　十　朗　印
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諮　問　書

老人保健法（昭和57年法律第80号）第46条の8第

5項の規定に基づき，老人保健施設の施設及び人員

並びに設備及び運営に関する基準（施設療養の取扱

いに関する部分を除く。）について，貴会の意見を

求めます。

3．老人保健辛議会の答申書

昭和62年11月2日

厚生大臣　斎　藤　十　朗　殿

老人保健審議会

会長　小　山　路　男　印

答　申　書

昭和62年5月12日厚生省発健医第115号をもって

諮問のあった件について別紙のとおり答申する。

（別　紙）

当審議会は老人保健施設部会を設置し，本年5月

12日以来，老人保健施設の施設及び人員並びに設備

及び運営に関する基準（施設療養の取扱いに関する

部分を除く。）について，モデル施設の施設長から

のヒアリングや同施設への視察を含め審議を重ねて

きたが，今般，次のとおり意見をとりまとめた。

1．諸基準についての基本的考え方

人口構造の高齢化の進行に伴い，寝たきり等要介

護老人が増加し，多数の要介護老人が常態として生

活する社会になってきている。今後の要介護老人対

策の在り方としては，在宅対策と施設対策を通じ，

医療や生活のニードに対応した幅広いサービスの提

供を行い，老人が可能な限り自立した生活を送れる

ように支援していくことが必要である。

老人保健施設は，今後の要介護老人対策の要とな

る施設として創設され，営利を目的としない運営が

行われるべきものである。この施設運営の在り方と

しては，要介護老人の多くが住み慣れた家庭での生

活を送ることを望んでいることに鑑み，その自立を

支援し，家庭への復帰を目指すものでなければなら

ない。また，生活の場としての環境の下で家庭や地

域社会との結びつきを維持しながら，デイ・ケアや
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短期入所ケアなども含めた療養生活が送れるように

することが必要である。

以上のような認識に立ち，老人保健施設の諸基準

について意見を提出するに当たっては，次の点を重

視することとした。

第一に，寝たきり等要介護老人のニードに対応し

て，医療ケアと生活サービスを一体的に提供できる

施設とすることである。

第二に，明るく，家庭的な雰囲気を持ち，身近に

利用し易い施設とすることである。老人保健施設

は，単なる収容施設ではなく，要介護老人が家庭へ

の復帰を目指し，生きがいを持って療養生活を送る

ことができる施設とすることが必要である。

第三に，要介護老人の自発的な活動を促す施設と

することである。寝たきり等要介護老人の日常生活

能力を可能な限り維持・回復し，自立した生活に結

びつけていくためには，機能訓練等のサービスを提

供するとともに，施設の構造等においても動き易さ

が確保されていることが必要である。

第四に，地域や家庭との結びつきを重視した施設

とすることである。老人保健施設のサービスは，で

きる限り家庭や地域とのかかわりの下に提供される

ことが求められている。通所ケアや短期入所ケアな

ど地域の要介護老人のためのサービスが積極的に展

開されるとともに，人退所に当たっての市町村等の

地域サービスとの連携，家族に対する緊密な相談・

指導，ボランティアの参加等が確保され，地域住民

から親近感を持たれる施設とする必要がある。

第五に，今後全国的に老人保健施設の整備．普及

を図っていくためには，地域特性を生かした多様な

形態での設置や病床転換などの資源の有効利用につ

いての配慮が必要である。

2．施設．設備の基準について

①　施設

入所者に対する医療ケアの確保と生活面への配

慮のため，療養室，診察室，機能訓練室，談話室

のほか，食堂，浴室，レクリエーション・ルー

ム，サービス・ステーション，調理室，洗濯室又

は洗濯場，汚物処理室，洗面所，便所が必要であ

る。このほか，家族や地域との交流が盛んな施設

とするため，家族相談室，ボランティア・ルー

ム，家族介護教室等が設置されていることが望ま

しい。なお，利用目的に沿い，入所者へのサービ



スに支障をきたさない限度において各室の兼用を

認めても差し支えないものと考える。

②　各室の広さ，廊下の幅等

療養室については，居住性を確保し離床を促す

ため，1室当たり人数は4人以下，1人当たり床

面積は8㎡以上とし，廊下の幅については，車

椅子等でも動き易いようにするため，中廊下の場

合2．7m以上，片廊下の場合1．8m以上とする。ま

た，2階以上の建物である場合には，エレベータ

ーを設置する必要がある。

その他の各室については，各室の持つ機能に応

じた広さや工夫が必要である。例えば，機能訓練

室であれば要介護老人に対するリハビリテーショ

ンが行える広さ，談話室であれば入所者同士や入

所者とその家族が談話を楽しめるスペース，食堂

であればできるだけ多くの入所者が一緒に食事で

きる広さが確保されていることが必要であり，ま

た，浴室については身体の不自由な者であっても

入浴するのに適したものとする等の配慮が必要で

ある。

③　病床転換の扱い

病床転換については，既存資源の活用，特に都

市部における老人保健施設の確保という観点から

認めていく必要があるが，老人保健施設の療養

室，廊下幅等の基準を病床転換といった形で満足

することは困難である。他方，老人保健施設とし

ての機能を持つためには，既存のままでの転換を

認めることも適切ではない。このようなことから

病床転換については，改修によって可能な範囲

で，できる限り老人保健施設としての機能が発揮

できるという観点に立って特例を設ける必要があ

る。特例の内容としては，療養室については1人

当たり床面積は6㎡以上，廊下幅については拡

張が困難な場合は既存のままで可とするが，その

場合であってもデイ・ルーム等の配置により入所

者等のためのスペースを確保することが必要であ

る。また，エレベーターについても特例が必要と

なる。なお，病床転換の特例による許可は，現存

する病床についての経過的措置とする。

④　併設施設の共用の範囲と条件

病院あるいは特別養護老人ホームへの併設とい

った形で設置される老人保健施設については，既

存施設との共用が考えられる。共用については，

資源の有効活用という観点からは認めるべきであ

ろうが，他方において共用によって入所者等に対

するサービスの質が低下することがあってはなら

ない。従って，療養室，診察室，談話室，サービ

ス・ステーション等その性格上共用が認められな

いもの以外の施設であっても，併設施設の余力や

利用計画の上で処遇に支障が生じない場合に限っ

て共用を認めるといった措置が必要である。

⑤　通所部門（デイ・ケア）の扱い

老人保健施設が地域に開かれた施設として，在

宅の寝たきり老人等やその家族に対する支援機能

を果たすために，リハビリテーション，食事，入

浴等のサービスを提供する通所部門は極めて重要

な役割を持つ。各施設ができる限り通所部門を備

えることが望ましい。施設面ではこの通所部門に

ついては，通所者用の食堂や浴室等を備えること

が望ましいが，通所者が少人数である場合には入

所者のための施設を兼用することも考えられるの

で，基準としては，通所者用のデイ・ルームを備

えることとし，弾力的な運用を可能とすべきであ

る。

⑥　設備等

廊下の手すり，療養室の個人用ロッカー，ナー

ス．コール，特殊浴槽，トイレのブザーや常夜灯

等は必須のものである。このほか，医療ケアと生

活サービスのため，車椅子，ギャッナ・ベッド，

ストレッチャー，リハビリ器具等も必要になる。

また，老人保健施設においては，家庭的な雰囲気

を確保するため，例えば，絵画，鉢植え，壁紙，

教養・娯楽のための本棚，音響設備，理美容のた

めの設備等が配置されていることが望ましい。空

調等により施設内の適温を確保することや床の段

差をなくすこと等にも配慮が望まれる。

⑦　防災

耐火構造，避難階段の設置により入所者の安全

を期すべきである。

3．人員基準について

①　各職種ごとの人員配置

・医師については，入所者100人につき1名以上

の配置が必要である。なお，病院併設の老人保

健施設の場合には，病院との兼務を認めても差

し支えないと考える。

・看護・介護職員については，老人保健施設とし
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て必要な看護．介護がなされ，夜勤体制の確保

や労働時間が適切なものとなるようにするた

め，入所者100人につき28名以上の配置が必要

である。この場合，看護職員については入所者

100人につき8名，介護職員については入所者

100人につき20名を標準とする。

・相談指導員については，入所者や家族との処遇

上の相談，生活プログラムの作成，レクリエー

ションの指導，市町村との連携の確保等の役割

を果たすものであり，入所者100人ごとに1名

以上の配置が必要である。

・理学療法士又は作業療法士については，運動機

能やADLの改善を中心とした訓練や指導に当

たらせるため，配置が確保されていることが必

要である。

．栄養士については，食事について栄養や晴好を

考慮したものとするため配置が確保されている

ことが必要である。

・薬剤師，調理員，事務員等については，施設の

実情に応じた配置とする。なお，薬剤師につい

ては，病院併設以外の大規模施設にあっては，

配置が必要である。

②　兼務，非常勤

病院や特別養護老人ホーム併設の場合について

は，老人保健施設とその併設施設双方の人員に関

する要件を満たすことを条件に兼務を認めること

は差し支えないものと考える。また，直接のケア

に携わる看護・介護職員は，施設に専ら従事する

職員であるべきだが，運営の円滑化のためには非

常勤職員も必要であるので，非常勤職員の割合に

ついて一定の限度を設け認めるよう措置すべきで

ある。

③　夜間体制

夜間の安全の確保や入所者のニードへ対応する

ため，老人保健施設の夜間体制は，看護・介護職

員による夜勤体制であることが必要である。

④　通所部門（デイ・ケア）の扱い

通所部門については，通所者数等に応じて介護

職員等を配置することが必要である。

4．運営基準について

①　人退所

老人保健施設の対象者については，完全に寝た

きりの者ばかりでなく，一定の幅があるものと考

えるが，他方において，病状が軽快し，自立生活

が可能な者を入所させておくことは，妥当ではな

い。従って，行政当局は対象者の範囲を示すこと

が必要である。

人退所の決定は，最終的には施設の管理者が行

うが，入所者に対する適切なケアの提供の確保や

退所者についての在宅療養のための条件整備等の

ためにその諸状況について把握することが必要で

あるので，医師，看護婦，相談指導員等の職員の

協議により対応すべきである。また，長期の入所

者については，その病状や身体の状況等を踏ま

え，定期的に，ケアの在り方を見直し，退所の可

能性について検討することが必要である。なお，

入所申込者の病状が重篤である場合には，病院へ

の紹介が必要であるが，単に介護の程度が重いこ

とをもって入所を拒むことは適切ではない。ま

た，入所に当たっては，対象者に関する病歴や家

庭状況等の把握に努めるとともに，退所に当たっ

ては，退所後の地域の担当医師に対する退所者の

状況等に関する情報の提供，老人保健施設による

アフター・ケアの確保に努めることとすべきであ

る。

②　適切な生活サービスの確保

施設における入浴サービス，おむつ交換，食事

の内容と時間，レクリエーション等の生活サービ

スは要介護老人にふさわしい形で行われるべきも

のであり，職員は入所者の生きがいを高め，自立

への意欲を支援するよう努めるものとする。ま

た，施設におけるケアは，基本的には施設職員に

よって適切に提供されなければならないが，ボラ

ンティアについては，積極的にその参加を求める

ことが望ましい。

③　市町村等との連携

老人保健施設が地域社会に根ざした施設として

運営されていくためには，施設の利用や運営に関

して，市町村と密接な連携がとれていることが必

要である。特に，入所者の退所に当たっては，市

町村，保健所等地域で行われているデイ・サービ

ス，ホーム・ヘルパー派遣事業，老人保健事業に

おける機能訓練，訪問指導等によって在宅療養が

可能となるように連携を確保することが必要であ

る。

④　協力病院等
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入所者の病状の急変等に対応するため，老人保

健施設は協力病院を定めておく必要がある。協力

病院の要件としては，老人保健施設と近距離にあ

るとともに，病状の急変した入所者に対応するた

めの体制があることが必要である。また，入所者

の歯科医療のため，協力歯科医院の確保に努める

必要がある。

⑤　利用料

老人保健施設の利用料については，食事，おむ

つ代，理美容代，個室又は2人室の室料等利用料

を徴収できるものの範囲について，行政当局が明

確に示すことが必要である。また，利用料に関し

て明朗なものとするため，施設内には利用料の一

覧表を掲示する等の配慮が必要である。なお，特

別の室料が設定できる個室又は2人室の範囲につ

いては老人保健施設の整備が進み，利用者の選択

が可能となるまでは，地域の実情に応じ適正に指

導するべきである。

⑥　適正な薬剤管理の確保を図るほか，災害対策，

管理，記録等について所要の措置が必要である。

以上，老人保健施設の諸基準について述べてきた

が，今後の老人保健施設の実施状況，この施設への

ニードの動向等がある程度明らかになった時点で，
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諸基準を見直し，再検討すべきである。

また，老人保健施設が健全に発展し，広く普及し

ていくためには，次の施策を推進する必要があると

考えられるので，本審議会は，政府において積極的

にこれらに取り組むべきことを強く要望する。

・在宅要介護老人対策を充実すること。

・老人保健施設の非営利性を確保すること。

・税制・財政・金融上の適切な配慮をすること。

特に老人保健施設の非営利性に見合った税制上

の措置を講ずること。

・地域の保健・医療・福祉サービスを推進してい

くためのスタッフの養成等マンパワー対策の確

立を図ること。

・将来の労働時間の短縮に見合った要員配置につ

いて検討すること。

・保健・医療・福祉の総合的な施策推進のための

関係行政組織の在り方を見直すとともに，その

窓口を国民にとって分かり易いものとするこ

と。

・老人保健施設，特別養護老人ホーム，老人病院

等を通じた制度の体系化を図ること。

・大都市における施設整備の推進等老人保健施設

の適正な配置を確保すること。


